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１．介護給付費等の取り下げ等について
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介護給付費等の取り下げについて
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※神奈川県国民健康保険団体連合会「支払関係帳票と返戻事由の解説」抜粋

○請求明細書を取下げ再請求する場合は、「介護給付費等取下依頼書」を川崎市健康福祉局介護保険課に電子
申請で提出し、正しい内容の請求明細書を神奈川県国民健康保険団体連合会（以下「連合会」といいます。）
に提出してください。

○給付管理票を修正する場合は、正しい内容のデータを作成区分「修正」にして連合会に提出してください。

１．介護給付費等の取り下げ等について



介護給付費等の取り下げ方法について
4

○取り下げ方法については「電子申請」に限ります（郵送、ＦＡＸ、持参
等、電子申請以外の御提出はお受けいたしません）。
○毎月５日までの申請分を当月に過誤処理します。
○１月に１事業所番号に対して１つのデータしか受け付けられません。
送信したデータの誤りに気が付いた場合は、電子申請を一度取下げ、
再度申請し直してください。

○届出のフロー

１．介護給付費等の取り下げ等について

・ＩＤの取得は初回のみ行います。
・ＩＤは法人単位、事業所単位のいずれでも可能です。

・記入例等を御確認の上、作成してください。
・ファイル名は必ずkago(事業所番号)にしてください。
（他の名称の場合は受付できないので注意）。

・事業所番号ごとに送付してください。
・送付データを修正する場合、必ずデータ
の取り下げを行ってください。

・連合会への再請求漏れが散見されます
ので御注意ください。

電子申請
IDの取得

取下依頼書
の作成

取下依頼書
の送付



電子申請の「審査済」について
5１．介護給付費等の取り下げ等について

①５日までに申請 事業所

③「却下」
※メール登録のある
事業所へはメール送信

①毎月５日までに電子申請を行ってください。６日以降分については翌月分として処理します。
②正しいデータ名で送信されたことを本市が確認した状況です。取り下げ決定ではありません。
③データ名が「kago(事業所番号).xlsm」ではない等、本市がデータ形式誤りを理由に処理で
きない状態です。電子申請システム画面（またはメール）から却下であることを確認されま
したら、データ修正し、再送信してください。なお、６日以降に再送信された場合、翌月分
として処理します。
⑤連合会からの結果通知です。内容を確認し「過誤決定通知書が届かない」「取り下げした対
象者の記載がない」等の場合は様式や保険者番号、被保険者番号等の誤りがないか、申請し
たデータ内容を御確認ください。

②「審査済」の表示
※電子申請システム上で

確認できます

⑤過誤決定通知書の送信
※通知書の記載分が取り下げ決定

月末頃発送

④データ送信川崎市 連合会



取下げ依頼書の注意点
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シート名は「入力シート」のまま変更しない！

詳細は本市ホームページを
御確認ください。

本市ホームページから「取り下げ」で検索

１．介護給付費等の取り下げ等について

サービス種類に対応する様式を選択しているか確認すること
※介護予防・生活支援サービス事業の様式誤りが多くみられ
ますので御注意ください。



川崎市では、介護給付費等の取り下げに関する専用ナビダイヤル
を設置しています。
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過誤取下コールセンター専用ナビダイヤル

0570－005－503

受付時間8：30～17：15 月～金曜日
（祝日、12/29～1/3を除く）

１．介護給付費等の取り下げ等について

取下げに関するお問い合わせ



介護給付費等の返戻等について
○請求が返戻・保留・減額となった場合には、連合会から通知がきます。

○各通知の説明、返戻等の主な原因については、連合会が作成した「支払関係帳票
と返戻事由の解説」・「介護給付費請求の手引き」に記載されていますので御確
認ください。
※下記ホームページ参照

○連合会の資料に加え、「よくある質問Ｑ＆Ａ」についても御確認ください。
※下記ホームページ参照

○資料を確認しても、原因、対応方法が分からない場合は、連合会にお問合せくだ
さい（電話045－329－3445）。
※問い合わせた結果、被保険者情報や事業所の加算登録情報については、市に確認
して欲しい、と誘導をされる場合がありますことを御承知おきください。

【本市ホームページ掲載場所】
『川崎市トップページ』⇒『くらし・手続き』⇒『福祉・介護』⇒『高齢者・介護保険』⇒
『介護保険制度』⇒『事業者入口』⇒『過誤・再審査申立』⇒
『介護給付費にかかる返戻について』
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000062029.html

8１．介護給付費等の取り下げ等について



２.介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防短時間通所型サービス(A7)の
見直しについて

9２.介護予防・日常生活支援総合事業



2-1 通所型サービスの現状
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２-１ 通所型サービスの現状

２.介護予防・日常生活支援総合事業



○Ａ６ 介護予防通所サービス（従来型）
○Ａ７ 介護予防短時間通所サービス（基準緩和型）

○Ａ７の事業所数が少なく、利用者の選択肢が少なくなっている。

○新型コロナウイルスの影響などで、サービス提供実績が低下して
いる。

○利用者のニーズの変化等を考慮したうえで制度設計を検討する必
要がある。

11２.介護予防・日常生活支援総合事業

２-１ 通所型サービスの現状

サービス種類とその現状



○給付実績
（単位：請求明細件数）

H29年 H30年 H31年 R2年

Ａ６
計画 ― 55,231 59,003 63,033

実績 53,959 58,289 59,648 57,095

Ａ７
計画 ― 4,501 4,809 5,136

実績 2,777 4,060 4,661 3,798

○事業所・利用者数
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事業所数（Ｒ３年12月時点） 利用者数（Ｒ３年12月審査分）

Ａ６ 290か所 4,817名

Ａ７ 5か所 383名

２.介護予防・日常生活支援総合事業

２-１ 通所型サービスの現状



２-２ 新たな報酬について
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２-２ 新たな報酬について

２.介護予防・日常生活支援総合事業



○単位数
①職員配置体制加算（Ⅰ）：14単位
②職員配置体制加算（Ⅱ）：34単位

○職員配置要件
（Ａ７は指定基準において、介護職員のみ配置すればよい）
①介護職員に加え、機能訓練指導員を配置
②介護職員に加え、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員を配置
（Ａ６の基準と同じ人員配置）

○従事要件
利用者の身体機能の維持改善を図るサービス提供に従事しなけれ
ばならない。

14２.介護予防・日常生活支援総合事業

２-２ 新たな報酬について

職員配置体制加算



○単位数 １回につき14単位

○判定要件
①指定介護予防短時間通所サービス事業所が職員配置体制加算を算定
していること。

②事業所を利用している事業対象者、要支援１又は要支援２の各利用
者について、前年１～12月の各月末時点の事業対象の適用の有無又
は要支援度を前月と比較し、改善している場合は２点、維持してい
る場合は１点、悪化した場合は－２点とし、全利用者の合計点を月
延べ利用人数で除した値が、0.9点以上であること。

③ ②においては、月途中で利用終了した者については含めない。た
だし、終了理由が要介護・要支援区分の変更申請により要介護に変
更したことである場合は、悪化した場合として含めること。

15２.介護予防・日常生活支援総合事業

２-２ 新たな報酬について

身体機能維持・改善実績加算



○サービスコードは本市ホームページに掲載している「川崎市 令和
3年10月版 総合事業単位数表マスタ（CSVファイル）を御利用く
ださい。

https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-1-11-3-13-7-0-0-0-0.html

16２.介護予防・日常生活支援総合事業

２-２ 新たな報酬について

サービスコード表・単位数マスタ



○届出は本市のホームページへ
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000074834.html
○職員配置体制加算は勤務形態一覧表
○身体機能維持・改善実績加算は身体機能維持・改善実績加算判定表
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身体機能維持・改善実績加算判定表

勤務形態一覧表

２.介護予防・日常生活支援総合事業

２-２ 新たな報酬について

加算算定の届出の提出について



２-３ 事業者指定について
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２-３ 事業所指定について

２.介護予防・日常生活支援総合事業



○総合事業における介護予防・生活支援サービスの指定事業所が
所在市町村以外の要支援者にサービス提供を行う場合は、それぞ
れの市町村へ指定申請が必要です。
※例えば、横浜市にある事業所が川崎市の要支援者へ訪問型サービス
または通所型サービスを提供する場合は、川崎市の指定事業者でなけ
ればならないため、川崎市への指定申請が必要です。
※川崎市の指定を受けた市外事業所は本市ホームページで公表していま
す。
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-1-11-3-13-8-0-0-0-0.html

○介護予防短時間通所サービスの指定手続きについては、
川崎市総合事業専用ナビダイヤル（0570-040-114）までお問
い合わせいただくか、以下の本市ホームページを御覧ください。
http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000074854.html

19２.介護予防・日常生活支援総合事業

２-３ 事業所指定について

事業者指定について



○チラシを作成し、配布することで制度周知を図っています。
○介護認定結果通知や給付費通知に同封し、市民に送付しています。
○区役所・地区健康福祉ステーションに配置しています。

（裏）（表）

20２.介護予防・日常生活支援総合事業

２-３ 事業所指定について

介護予防短時間通所サービス案内チラシ



3. 川崎市総合事業における問合せ先

21３. 川崎市総合事業における問合せ先



○介護予防・生活支援サービス事業関係 ○一般介護予防事業関係
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-1-11-3-
13-0-0-0-0-0.html

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-1-11-2-6-
0-0-0-0-0.html

トップページの検索
で「総合事業」と入
力し検索すると便
利です

トップページの検
索で「総合事業」
と入力し検索する
と探しやすいです。

22３. 川崎市総合事業における問合せ先

本市ホームページ掲載箇所



川崎市では、川崎市総合事業に関する専用ナビダイヤルを設置
しています。

23３. 川崎市総合事業における問合せ先

川崎市総合事業に関するお問い合わせ先

川崎市介護予防・日常生活支援総合事業
専用ナビダイヤル

ヨ ボウ イ イ ヨ

0570－040－114

受付時間8：30～17：15 月～金曜日
（祝日、12/29～1/3を除く）


